
 

 

 
 

 

佐伯市では、経済的理由などにより修学困難な方を対象に、奨学資金の

貸付けをしています。 

令和６年度佐伯市奨学生を下記のとおり募集します。 
 

 

 

 

１《貸付対象学校と貸付月額》                                                                

学 校 区 分 自 宅 自宅外 

高校又は専修学校高等課程 
国公立 16,000円 20,000円 

私 立 27,000円 31,000円 

高等専門学校 
国公立 18,000円 21,000円 

私 立 28,000円 31,000円 

専修学校の専門課程 
国公立 28,000円 34,000円 

私 立 33,000円 35,000円 

短期大学(専門職大学の前期課

程を含む) 

国公立 28,000円 34,000円 

私 立 33,000円 35,000円 

大学・大学院 
国公立 28,000円 34,000円 

私 立 34,000円 38,000円 

 

 

 

２《貸付期間》  在学する学校の正規の修学期間 

 

 

 

３《応募資格》 

次のいずれにも該当することが必要となります。 

①佐伯市に１年以上住所を有する者、又は１年以上住所を有する者の子 

②高校、高等専門学校等（上記の学校区分を参照）に在学する者 

③経済的理由で修学困難な者 

④日本学生支援機構その他の奨学金の支給又は貸付を受けていない者（本市の制度を除く。） 

※予算の範囲内で貸付を行いますので、応募資格を満たしていても選考されないことがあ

ります。 

※経済的理由で修学困難な者とは、次ページの表を基準とします。 

（いずれも当該金額以下であること、単位は万円） 

 

  

 
令和６年度 佐伯市奨学生の募集について 



学 校 区 分 世帯人数 
給与所得者(※1) 給与所得以外 (※2) 

自  宅 自宅外 自  宅 自宅外 

高校又は専修学校高等

課程 
国公立 

2 人 1,005 1,034 597 626 

3 人 978 1,007 570 599 

4 人 1,062 1,091 654 683 

5 人 1,246 1,304 838 896 

高等専門学校 私  立 

2 人 1,049 1,078 641 670 

3 人 1,022 1,051 614 643 

4 人 1,106 1,135 698 727 

5 人 1,334 1,392 926 984 

専修学校の専門課程 

国公立 

2 人 1,004 1,049 596 641 

3 人 977 1,022 569 614 

4 人 1,061 1,106 653 698 

5 人 1,244 1,334 836 926 

私  立 

2 人 1,069 1,114 661 706 

3 人 1,042 1,087 634 679 

4 人 1,126 1,171 718 763 

5 人 1,374 1,464 966 1,056 

短期大学(専門職大学の

前期課程を含む) 

国公立 

2 人 1,024 1,071 616 663 

3 人 997 1,044 589 636 

4 人 1,081 1,128 673 720 

5 人 1,284 1,378 876 970 

私  立 

2 人 1,070 1,117 662 709 

3 人 1,043 1,090 635 682 

4 人 1,127 1,174 719 766 

5 人 1,376 1,470 968 1,062 

大学・大学院 

国公立 

2 人 1,039 1,086 631 678 

3 人 1,012 1,059 604 651 

4 人 1,096 1,143 688 735 

5 人 1,314 1,408 906 1,000 

私  立 

2 人 1,091 1,138 683 730 

3 人 1,064 1,111 656 703 

4 人 1,148 1,195 740 787 

5 人 1,418 1,512 1,010 1,104 

 



※1 給与所得の場合・・・所得証明書等における収入金額（控除前） 

※2 給与所得以外の場合・・・所得証明書等における所得金額 

 

４《応募に必要な書類》 

①奨学金貸付申請書 

②学業成績証明書 （第１学年・・・・卒業校の学業成績証明書） 

（第２学年以上・・在学校の学業成績証明書） 

          ※学業成績証明書がないときは指導要録の抄本の写し 

③世帯全員及び申請者と同一生計者の住民票（本籍地記載のもの） 

※佐伯市に住所がある方は不要。 

④世帯全員及び申請者と同一生計者の所得証明書（収入のない方、年金だけの方も必要） 

※令和５年１月１日現在佐伯市に住所がある方は不要。 

⑤在学証明書（証明日が令和６年４月１日以降のもの） 

 

※提供された情報は佐伯市奨学金事業にのみ使用します。 

 

 

５《申込期間》 令和６年４月１日（月）～３０日（火）午後５時まで（厳守） 

 

 

６《提 出 先》 佐伯市教育委員会 学校教育課（佐伯市中村東町 6番 9号 まな美２階）  

         平日 午前８時半～午後５時まで受付（土日祝日閉庁） 

 

７《選考及び可否決定通知》  

提出された書類をもとに選考委員会の審議を経て、予算の範囲内で佐伯市奨学生を決定し可

否を通知します。（６月の予定） 

 

８《奨学金の返還》 無利子 

※在学校卒業から１年間据え置き後に返還開始 

※返還期間は学校区分により貸付期間の３～４倍以内 

 

９《そ の 他》  

○1 奨学生に決定された方は、奨学金借用証書に記入・押印の上、保証人（保護者）の印鑑登

録証明書と、保護者以外の保証人１名の印鑑登録証明書・所得証明書及び住民票（佐伯市

に住所がある方は不要、本籍地記載のもの）を添えて提出します。また、奨学金借用証書

及び支給にかかる書類等は原則申請者（学生本人）から提出していただきます。 

②保護者以外の保証人の要件は、生活保護費や中国残留邦人に対する支援給付を受給してお

らず、20 歳以上で独立した生計を営み、奨学生本人が返還できない場合、本人に代わり

債務を弁済（奨学金の返済）する能力を有する方となります。 

③他の奨学金の貸付及び給付等（本市の制度以外）を受けていることがわかった場合は、佐

伯市奨学金の貸付を中止し、速やかに返還していただきます。 

  

《お問い合わせ》 

佐伯市中村東町 6番 9号 

佐伯市教育委員会 学校教育課 

学事係  ℡0972－22－4064 


